
・ 税額控除の明細については摘要欄をご覧ください

・ ふるさと納税等の寄附金税額控除につきまして、例年摘要欄に記載させていただいております。

ただし、定額減税対象者（同一生計配偶者を有する申告がある者）については、定額減税額の表示により、本年は記載されません。

・ 摘要欄にふるさと納税等の寄附金税額控除の記載がない方は、下記の計算式により確認いただけます。

市民税　　ア－（ウ＋オ＋キ）＝ふるさと納税等の寄付金税額控除　（注）

県民税　　イ－（エ＋カ＋ク）＝ふるさと納税等の寄付金税額控除　（注）

（注）　配当等他の控除がある場合はふるさと納税等の寄付金税額控除＋配当控除等となります。

【定額減税や寄附金税額控除（ふるさと納税等）の確認方法について（特別徴収）】

調整控除 市民税 １，５００円 県民税 １，０００円
住宅借入金等特別税額控除 市民税 １２，０００円 県民税 ８，０００円
定額減税額 市民税 ６，０００円 県民税 ４，０００円

定額減税により控除した額は
「税額控除額等⑤」に含まれています。

定額減税により控除した額です。
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令和７年度定額減税は、控除対象配偶者を除く
同一生計配偶者を有する申告がある場合、控
配・老配は空白のまま、定額減税の額が適用欄
に記載されます。

（摘要）


